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総合調整会議（２０２１．１２．１） 

○日 時 ： 令和３年１２月１日（水） 午後２時４５分 ～ 午後４時２０分 

○場 所 ： 栗東市危機管理センター３階 大研修室 

○出席者 ： 市長、副市長、教育長、部長等 

 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

市長からの指示事項 

[市長] 

・マイナンバーカードの取得について、１番が草津市で約４８％、野洲市、本市、守山市と続

いている。現在は手続きが混んでいる状況もあるので、どう整理できるかについて精一杯

努力していきたい。 

・国の経済対策の追加提案ということで、議会には話をしてある。追加提案する前に、年内

と年明けにどれだけの規模をしていけるかは、しっかり協議すること。 

・ワクチン接種については、ワクチン接種推進室をはじめ健康福祉部で頑張っていただいた。

今日までの努力に感謝申し上げるが、これからは子どものことや６５歳以上の３回目につ

いて、分かりやすくタイムリーに市民向けに広報してもらいたい。それがこれからの信頼

に繋がってくると思うので、大変だと思うがよろしくお願いする。 

・まちづくり座談会で伺った話については、市長公室長や秘書広報課長が取りまとめて皆に

情報共有するので、早い時期に方向性を出していただくようお願いする。 

・寒い時期になるので、健康に留意して職務にあたってもらいたい。 

 

２．審議事項 

 【案件名】第二次栗東市人権擁護計画（案）について 

→総務部長から説明 

・第六次総合計画において、まちづくりの基本目標として位置付けている「多様性を認め合

い、快適で安全で安心して暮らせるまちづくり」の推進と「一人ひとりの人権を尊重する」

社会の実現に向けた、本市の人権施策の推進と人権尊重の視点に立った行政サービス実施

のための指針となる計画として第二次栗東市人権擁護計画を策定することについて審議す

るもの。 

 

区分：決 定 

 

 【案件名】栗東市食品ロス削減推進計画について 

→生活環境部長、環境政策課長から説明 

・食品ロスの削減を総合的かつ計画的に推進していくため、「食品ロスの削減の推進に関する
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法律」第１３条第１項の規定に基づき、国の定める基本方針及び「滋賀県食品ロス削減推

進計画」を踏まえて「栗東市食品ロス削減推進計画」を作成することについて審議するも

の。 

 

区分：決 定 

 

 【案件名】第１１次栗東市交通安全計画の策定について 

→建設部長、交通政策課長から説明 

・交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するために、第１１次栗東市交通安全計画を策定

するにあたり、１１月１８日に開催した令和３年度第１回栗東市交通安全対策会議にて承

認された計画案を審議に付すもの。 

 なお、計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

 

区分：決 定 

 

 【案件名】栗東市文化財保存活用地域計画（案）について 

→教育部長、教育部次長から説明 

・令和４年度より８年間を計画期間とする栗東市文化財保存活用地域計画（案）について審

議に付すもの。 

 

区分：決 定 

 

３．報告事項 

 【案件名】栗東市総合計画審議会等の開催に係る提出資料について 

→市民政策部長、元気創造政策課長から説明 

・１２月２４日（水）に予定している総合計画審議会等へ提出する資料について報告するも

の。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】職員の希望降格について 

→総務部長、総務課参事から説明 

・職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、心身の負担を軽減するとともに勤労

意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的して職員の希望降格を導入する

ことについて報告するもの。 

 

区分：了 解 
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 【案件名】令和４年度以降の葉山地域包括支援センターの設置・運営について 

→健康福祉部長、長寿福祉課長から説明 

・令和４年度以降の葉山地域包括支援センターの運営委託業務について、①安定的な人材確

保が必要であること、②安定的な相談体制により市民の利益を守る必要があること、③委

託先変更に伴う間接経費のコスト削減が図れることから債務負担行為に基づく３ヶ年契約

を検討している。 

 また、葉山地域包括支援センターの運営においては、継続的な実績を通じた継続性が不可

欠であることや、現在の委託先である社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会の運

営について各委員より適切に運営できていると評価されていることから、地方自治法第１

６７条の２第１項第２号、栗東市財務規則第１６２条第１項第２号に該当し、同法人と一

者随意契約をする予定であることを報告するもの。  

 

区分：了 解 

 

 【案件名】第３９回 旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会の開催について 

→生活環境部長、環境政策課長から説明 

・旧ＲＤ最終処分場問題について、滋賀県により周辺６自治会及び市と情報を共有して意見

を交換するため、第３９回旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会を開催されたので報告するも

の。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】奨励金交付対象企業の雇用状況について 

→産業経済部政策監から説明 

・奨励金交付対象企業の雇用状況について、１２月定例会の環境建設常任委員会において、

その他事項報告を行うにあたり、その内容について報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】「児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携に関する協定」の締結について 

→子ども青少年局長、発達支援課長から説明 

・県・県教育委員会・市町・市町教育委員会の４者で、支援を要する児童生徒の情報を共有

し、連携した支援を行う取り組みのため、「児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携に関

する協定」を締結することについて報告するもの。 

 

区分：了 解 
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４．閉会 

副市長からの挨拶 

・本日の案件について、１２月定例会で説明してもらうことになる。端的に分かりやすく説

明していただくようお願いする。 

 

以上 


